
河
川
法
施
行
令
及
び
河
川
管
理
施
設
等
構
造
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

河
川
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

津
波
の
明
確
化

操
作
規
則
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
河
川
管
理
施
設
等
の
規
定
に
お
い
て
、
「
津
波
」
を
明
記
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
、
第
十
条
及
び
第
十
六
条
の
七
関
係
）

二

河
川
協
力
団
体
の
特
例

河
川
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
の
河
川
協
力
団
体
が
法
第
五
十
八
条
の
九
各
号
に
掲
げ

る
業
務
と
し
て
行
う
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
の
実
施
に
必
要
な
河
川
の
流
水
等
に
つ
い
て
河
川
管
理
上
支
障
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
当
該
河
川
協
力
団
体
と
河
川
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
す
る
こ
と
を
も

っ
て
、
当
該
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
の
十
二
関
係
）

三

地
方
公
共
団
体
等
の
特
例

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
等
が
当
該
委
託
を
受
け
た
事
項
の
実
施
に
必
要

な
河
川
の
流
水
等
に
つ
い
て
河
川
管
理
上
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
方
公
共
団



体
等
と
河
川
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
の
十
三
関
係
）

四

地
方
公
共
団
体
等
へ
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
河
川
管
理
施
設

法
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
関
係
地
方
公
共
団
体
以
外
の
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
河
川

管
理
施
設
は
、
堤
防
、
床
止
め
等
の
操
作
を
伴
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
四
条
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

河
川
管
理
施
設
等
構
造
令
の
一
部
改
正

一

用
語
の
定
義

「
計
画
津
波
」
、
「
計
画
津
波
水
位
」
及
び
「
津
波
区
間
」
を
定
義
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

二

堤
防
の
高
さ

津
波
区
間
の
堤
防
の
高
さ
は
、
計
画
津
波
水
位
に
河
口
付
近
の
海
岸
堤
防
の
高
さ
及
び
漂
流
物
の
影
響
を
考
慮
し
て
必

要
と
認
め
ら
れ
る
値
を
加
え
た
値
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

三

津
波
の
影
響
を
著
し
く
影
響
を
受
け
る
堤
防
に
講
ず
べ
き
措
置



１

津
波
の
影
響
を
著
し
く
受
け
る
堤
防
に
、
必
要
に
応
じ
、
護
岸
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
関
係
）

２

計
画
高
水
流
量
を
定
め
る
湖
沼
又
は
高
潮
区
間
の
堤
防
の
天
端
幅
の
特
例
を
、
津
波
区
間
の
堤
防
に
お
い
て
も
適
用

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

四

可
動
堰ぜ

き

１

津
波
区
間
の
可
動
堰
の
可
動
部
の
引
上
げ
式
ゲ
ー
ト
の
最
大
引
上
げ
時
に
お
け
る
下
端
の
高
さ
は
、
河
川
の
両
岸
の

ぜ
き

堤
防
又
は
津
波
が
生
じ
な
い
と
し
た
場
合
の
計
画
堤
防
の
高
さ
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

可
動
堰
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
可
動
堰
を
操
作
す
る
者
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
自
動

ぜ
き

ぜ
き

的
に
、
又
は
遠
隔
操
作
に
よ
り
可
動
部
の
ゲ
ー
ト
の
開
閉
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
三
条
関
係
）

五

計
画
津
波
水
位
の
決
定
又
は
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
適
用
の
特
例

河
川
管
理
施
設
等
の
工
事
の
着
手
が
あ
っ
た
後
に
お
け
る
計
画
高
水
流
量
、
計
画
横
断
形
、
計
画
高
水
位
又
は
計
画
高

潮
位
の
決
定
又
は
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
適
用
の
特
例
を
、
計
画
津
波
水
位
の
決
定
又
は
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て



も
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
四
条
関
係
）

六

暫
定
改
良
工
事
実
施
計
画
が
定
め
ら
れ
た
場
合
の
特
例

暫
定
改
良
工
事
実
施
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
高
水
流
量
、
横
断
形
、
高
水
位
又
は
高
潮
位
に
つ
い
て
の
特
例
を
、

同
計
画
に
定
め
ら
れ
た
津
波
水
位
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
五
条
関
係
）

七

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
そ
の
他

一

こ
の
政
令
は
、
水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）


